
山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱 

 

(目的) 

第 1 条 この要綱は、山口県食の安心・安全推進条例（以下「条例」という。）第１０条及び第１

１条に規定する食品関連事業者が行う食品の衛生管理の高度化に対する取組を促進するため、

食品の製造、加工又は調理を行う過程における衛生管理の基準を定めるとともに、高度衛生管

理工程認定制度の実施に係る必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 食品関係営業者 条例第２条第３項に規定する食品関連事業者のうち、食品衛生法(昭

和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）第５２条第１項の規定に基づく許可を受け、

又は山口県食品衛生施行細則（昭和４８年山口県規則第１０号。以下「細則」という。）に

基づく開始届を行った営業者で山口県内に施設があるものをいう。 

（２） 施設 法第５２条第１項の規定による営業許可及び細則第１８条に基づく届出を行っ

た施設をいう。 

（３） 認定 知事が食品関係営業者からの申請に基づいて審査し、当該申請に係る施設にお

いて第３条に定める衛生管理の基準（以下「衛生管理基準」という。）を満たす衛生管理が

行われていることを認める行為をいう。 

 

（衛生管理基準） 

第３条 衛生管理基準は、別表１を基本とし業種ごとに定める。 

 

（認定） 

第４条 食品関係営業者は、衛生管理基準を満たす施設について、高度衛生管理工程として知事

の認定を受けることができる。 

２ 前項の認定の申請は、認定を受けようとする施設ごとに別記第１号様式による申請書を、別

表２に定める書類（以下「申請書類」という。）及び認定を受けようとする施設に係る食品衛生

許可証の写しを添えて、知事に提出してしなければならない。 

 

（欠格要件） 

第５条 第１５条の規定により認定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過しない食品

関係営業者は、前条第２項に規定する認定の申請をすることができない。 

 

（認定の審査） 

第６条 知事は、第４条第１項の認定について、当該申請に係る施設について調査の上、審査し

て行うものとする。 

２ 知事は、前項の審査において必要があると認めるときは、関係者に意見を求めることができ

る。 

 



（認定書の交付等） 

第７条 知事は、第４条第１項の規定により認定したときは、申請者に対し、別記第２号様式に

よる山口県高度衛生管理工程認定書（以下「認定書」という。）を交付するものとする。 

２ 知事は、第６条第１項の審査において、申請のあつた施設が、衛生管理基準に適合しないと

認めるときは、申請者に対して、別記第３号様式により、その旨を通知するものとする。 

３ 知事は、第１２条の規定による届出（同条第４号に該当する変更の届出を除く。）を受理した

ときは、認定を受けた食品関係営業者（以下「認定営業者」という。）に認定書を交付するもの

とする。 

４ 認定営業者が、交付された認定書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、別記第４号様式

により、知事に再交付の申請をすることができる。 

この場合において、再交付の申請が認定書の破損又は汚損によるものであるときは、当該認

定書を添付しなければならない。 

５ 知事は、前項の規定により再交付の申請のあつた認定営業者に対し、認定書を再交付するも

のとする。 

６ 前項の規定により再交付を受けた認定営業者は、亡失した認定書を発見した場合は、速やか

に知事に返納しなければならない。 

 

（認定の有効期間） 

第８条 第４条第１項の規定に係る認定の有効期間は、認定の日から３年間とする。 

 

（認定営業者の公表） 

第９条 知事は、認定営業者の名称、所在地等を公表するものとする。 

 

（認定マークの表示等） 

第１０条 認定営業者は、知事が定めるところにより認定マークを表示することができる。 

 

（認定の更新の申請） 

第１１条 認定営業者が、認定の有効期間満了に際し引き続き認定を受けようとする場合は、認

定の有効期間が満了する日の３か月前までに、別記第１号様式による申請書に申請書類及び食

品衛生許可証の写しを添えて、知事に申請しなければならない。 

２ 前項の申請について、第６条から第８条までの規定を準用する。 

３ 第１項の申請があつた場合において、前項に規定する有効期間の満了日までにその申請に対

する処分がされないときは、従前の認定は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、

なおその効力を有する。 

 

（認定事項の変更の届出） 

第１２条 認定営業者は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、別記第５号様式により、速

やかに知事に届け出なければならない。 

  なお、第４号に係る変更にあつては、変更内容を確認できる書類を添えなければならない。 

（１） 認定営業者の住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

（２） 認定営業者の氏名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名） 



（３） 施設の名称 

（４） 申請書類の内容の変更（軽微な変更を除く。） 

２ 前項第１号から第３号までの規定に該当する事項の変更にあっては、前項に規定する書類の

ほか認定書を併せて提出するものとする。 

 

（廃止の届出） 

第１３条 認定営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別記第６号様式による届出書

に認定書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。 

（１） 自ら認定を辞退しようとするとき 

（２） 認定を受けた施設を廃止したとき 

（３） 認定をうけた工程を廃止したとき 

 

（施設への立入り、報告等） 

第１４条 認定営業者は、毎年１回、認定を受けた施設ごとに、別記第７号様式による届出書に

より、認定を受けた施設の現状を知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、必要に応じて、食品衛生監視員（法第３０条第１項の規定による食品衛生監視員を

いう。）に認定に係る施設に立ち入り、当該認定に関する管理の履行状況について、調査させる

ことができる。 

３ 知事は、前項の規定による調査の結果、認定営業者が行う衛生管理が衛生管理基準に適合す

ると認められないときは、認定営業者に対して、その改善を指示する。 

 

（認定の取消し） 

第１５条 知事は、認定営業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消す

ことができる。 

（１） 不正な手段によって認定を受けたとき 

（２） 前条第３項の指示に従わないとき 

（３） 認定を受けた施設及びその施設で製造した食品について、法第５４条から第５６条ま

での規定による処分を受けたとき 

２ 知事は、前項の規定により認定の取り消しを決定したときは、当該食品関係営業者に対し別

記第８号様式による認定取消通知書を交付するものとする。 

３ 認定営業者が第１項の規定により認定を取り消されたときは、速やかに別記第９号様式によ

り、認定書を知事に返納しなければならない。 

 

（その他） 

第１６条 その他認定の実施に関する必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

 



別表１（第３条関係） 

 

区分 基準の内容 

１．意思決定 次の事項を記載した社内文書を作成していること 

・認定取得の方針決定 

・認定取得のための組織及び検証チームの構成図 

２．製品説明書 次の事項を記載した製品説明書を作成していること 

・製品の名称及び種類 

・原材料に関する事項 

・添加物の名称及びその使用量 

・容器包装の形態及び材質 

・製品の規格 

・消費期限又は賞味期限及び保存方法 

・喫食又は利用の方法 

３．製造工程等 次の事項を記載した製造又は加工の工程に関する文書を作成していること 

・製造又は加工の工程 

・各工程ごとの作業内容及び作業時間並びに作業担当者の職名 

・モニタリングを行う箇所 

４．施設の図面 次の事項を記載した施設の図面等を作成していること 

・製品等の移動の経路 

・従事者の配置及び動線 

・作業場内の清浄度に応じた区分 

   高度清浄区域を設けている場合は、その区域内の 

空気の清浄度及び圧力 

・モニタリングに使用する設備及び機器 

５．危害分析の実

施等 

製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該

危害の原因となる物質及び製造又は加工の工程において発生するおそれの

あるすべての潜在的な危害を特定したリストを作成していること 

６．危害防止措置

の実施等 

５で定めた危害に関する次の事項を定めた文書を作成し、文書に基づき実施

していること 

・危害の発生を防止するための措置 

・重要管理点における管理基準 

・重要基準のモニタリング方法 

７．改善措置等 ６の管理基準を逸脱した場合の改善措置の方法、記録の方法その他必要な事

項を記載した文書を作成し、その文書に基づき改善を実施していること 

８．検証等 食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方

法、記録の方法その他必要な事項を記載した文書を作成し、その文書に基づ

き、検証チームによる検証を実施していること 

 



別表２（第４条関係） 

 

１ 意思決定 

２ 製品説明書 

３ 製造又は加工の工程に関する文書 

４ 施設の図面 

５ 危害の分析に関する文書 

６ 危害の発生を防止するための措置に関する文書 

７ 改善指導に関する文書 

８ 検証に関する文書 

 

※５から７に関する文書については、総括表などにより、一括記載することができる。 



別記第１号様式（第４条関係） 

 

認 定 申 請 書 

年   月   日 

 

 山口県知事 様 

（申請者）                

住 所                  

 

氏 名              印   

 

山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱第 条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

記 

１ 施設の名称及び所在地 

 

名称 

 

所在地 

 

 

２ 業種 

 

 

３ 認定を受けようとする製造工程の名称 

 

 

４ 認定年月日及び認定番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ 申請者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び

代表者の氏名を記入すること。 

２ 「認定年月日及び認定番号」は、継続して申請をする場合のみ記入すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別記第２号様式（第７条関係） 

 

山口県高度衛生管理工程認定書 

 

認定番号       第   号 

 

 

氏  名 

 

 

施設の名称 

 

 

業種 

 

 

認定の有効期間      年   月   日から    年   月   日まで 

 

 

 

山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱第７条第１項の規定により、認定します。 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

山口県知事名     印    

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別記第３号様式（第７条関係） 

年   月   日  

 

                様 

 

 

山口県知事    印   

 

 

基準不適合通知書 

 

 

      年  月  日付けの認定申請については、山口県高度衛生管理工程認定制度実施

要綱第７条第２項の規定により、下記の理由で認定しない。 

 

記 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別記第４号様式（第７条関係） 

 

認定書再交付申請書 

 

年   月   日  

 

山口県知事 様 

 

（申請者）            

住所                  

 

氏名              印   

 

山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱第７条第４項の規定に基づき、下記のとおり再交付

を申請します。 

記 

１ 施設の名称及び所在地 

名称 

所在地 

 

２ 業種 

 

３ 認定年月日及び認定番号 

認定年月日 

認定番号 

 

４ 再交付の理由 

 

 

 

 

 

注 申請者の所在及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表

者の氏名を記入すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別記第５号様式（第１２条関係） 

 

認定事項変更届出書 

   年   月   日 

 

 

山口県知事 様 

（申請書）              

住 所                

 

氏 名            印   

 

山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

１ 施設の名称及び所在地 

名称 

所在地 

 

２ 業種 

 

３ 認定年月日、認定番号及び認定を受けている工程の名称 

認定年月日 

認定番号 

工程の名称 

 

４ 変更事項及び内容 

 

５ 変更年月日 

 

 

 

 

 

 

 

注 申請者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表

者の氏名を記入すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別記第６号様式（第１３条関係） 

 

認定廃止等届出書 

年   月   日  

 

山口県知事 様 

 

（届出書）               

住所                 

 

氏名             印   

 

山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱第１３条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 施設の名称及び所在地 

名称 

所在地 

 

２ 認定年月日及び認定番号 

認定年月日 

認定番号 

  

３ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 申請者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表

者の氏名を記入すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別記第７号様式（第１４条関係） 

報 告 書 

年   月   日  

 

山口県知事 様 

 

住所               

 

氏名               

 

山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱第１４条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告

します。 

 

年   月   日 

 

１ 施設の名称及び所在地 

名称 

所在地 

 

２ 業種 

 

３ 現況 

（１）認定を受けた工程の名称 

 

 

（２）（１）の工程で製造している品目 

 

 

（３）検証に関する文書 

 

 

 

注 申請者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表

者の氏名を記入すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別記第８号様式（第１５条関係） 

 

年   月   日  

                様 

 

 

山口県知事     印   

 

 

認定申請取消通知書 

 

山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱第１５条第２項の規定により、  年 月 日付け

第  号で行った認定を、下記の理由により取り消したので通知します。 

 

  年   月   日 

 

１ 施設の名称及び所在地 

名称 

所在地 

 

２ 業種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別記第９号様式（第１５条関係） 

年   月   日 

山口県知事 様 

住所               

 

氏名               

 

返納書 

 

 山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱第１５条第３項の規定により認定書を返納します。 

 

   年   月   日 

 

 

１ 認定番号                    第    号 

 

２ 認定年月日                  年  月  日 

 

３ 取消処分を受けた年月日            年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 申請者の住所及び氏名は、法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表

者の氏名を記入すること。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 


